
 

一 

◎
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対

照
表 

○
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
七
年
法
律
第 

 

 

号
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
□ 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

□
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
□ 

第
一
条 

租
税
特
別
措
置
法
□
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
□
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
八
十
八
条
の
八
を
削
る
□ 

 
 

第
八
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

第
八
十
九
条 

削
除 

  

□
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
□ 

第
二
条 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 
 

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条 

削
除 

  
 

 

附 

則 

 

□
同
上
□ 

       

□
同
上
□ 

      
 

 

附 

則 



  

二 

 
□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ

し
□
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

□
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
□ 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
施
行
日
□
と
い

う
□
□
に
□
揮
発
油
の
製
造
場
又
は
保
税
地
域
以
外
の
場
所
□
沖
縄
県
の
区
域

内
の
場
所
を
除
く
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
揮
発
油
製
造
場
等
以
外
の
場

所
□
と
い
う
□
□
で
販
売
の
た
め
に
控
除
対
象
揮
発
油
を
所
持
す
る
揮
発
油
の

製
造
者
□
特
定
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
又
は
受
け
る
べ
き
者
に
限
る
□
こ

の
項
た
だ
し
書
を
除
き
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
又
は
販
売
業
者
□
特

定
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
又
は
受
け
る
べ
き
者
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
及

び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
□
揮
発
油
の
製
造
者
が
□

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
揮
発
油
製
造
場
等
以
外
の
場
所
で
揮
発
油

の
製
造
者
又
は
販
売
業
者
が
販
売
の
た
め
に
所
持
す
る
控
除
対
象
揮
発
油
に

つ
い
て
の
揮
発
油
税
超
過
額
を
期
限
内
申
告
書
に
第
七
号
揮
発
油
税
額
と
し

て
記
載
し
た
と
き
は
□
当
該
期
限
内
申
告
書
に
記
載
し
た
第
六
号
揮
発
油
税

額
か
ら
揮
発
油
税
超
過
額
を
控
除
す
る
□
た
だ
し
□
揮
発
油
の
製
造
者
が
当

該
控
除
対
象
揮
発
油
に
つ
い
て
揮
発
油
税
法
□
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十

五
号
□
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租

税
の
減
免
□
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
七
十

 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
次

条
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

□
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
が
円
滑
に
実
施
さ

れ
る
た
め
の
措
置
□ 

第
二
条 

政
府
は
□
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
が

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
□
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
も
の
と

し
□
こ
の
た
め
に
必
要
な
財
政
上
又
は
法
制
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

 

一 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
揮
発
油
の
製
造
者
又
は
販
売
業
者
が

販
売
の
た
め
所
持
し
て
い
る
揮
発
油
に
関
し
□
イ
に
掲
げ
る
税
額
と
ロ
に

掲
げ
る
税
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
□
必
要
な
金
銭
の
給

付
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
□
揮
発
油
の
製
造
者
又
は
販
売
業
者
に
負
担
を

極
力
及
ぼ
さ
ず
に
揮
発
油
の
販
売
価
格
の
引
下
げ
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
八
条
の
八
第

一
項
の
税
率
に
よ
り
計
算
し
た
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
額 

 
 

ロ 
揮
発
油
税
法
□
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
□
第
九
条
及
び
地

方
揮
発
油
税
法
□
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
号
□
第
四
条
の
税
率
に
よ

り
計
算
し
た
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
額 



 

三 

五
号
□
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を

受
け
た
場
合
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

２ 

揮
発
油
の
製
造
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
べ
き
月
に
お
い

て
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き

は
□
揮
発
油
税
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
□
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
当
該
申
告
書
に
揮
発
油
税
超
過
額
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
□ 

３ 

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
□
揮
発
油
の
製
造
者
は
□
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
控
除
を
受
け
る
べ
き
月
に
お
い
て
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
と
き
は
□
揮
発
油
税
超
過
額
に
相
当
す

る
金
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
□
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
揮
発
油

税
超
過
額
を
記
載
し
た
申
告
書
を
そ
の
製
造
場
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
期
限
内
申
告
書
に
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項

第
九
号
に
掲
げ
る
不
足
額
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
□
た
と
き
又
は
前
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
揮
発
油
税
超
過
額
が
記
載
さ
れ
た
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た

と
き
は
□
そ
れ
ぞ
れ
□
当
該
不
足
額
又
は
当
該
揮
発
油
税
超
過
額
に
相
当
す

る
金
額
を
還
付
す
る
□ 

５ 

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
揮

発
油
の
製
造
者
は
□
当
該
控
除
又
は
還
付
に
係
る
揮
発
油
税
法
第
十
条
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
□
控
除
対
象
揮
発

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
揮
発
油
に
関
し
□
揮
発
油
の
製
造
者
が
同
号
の
措
置

と
し
て
行
わ
れ
る
金
銭
の
給
付
そ
の
他
揮
発
油
の
小
売
価
格
の
抑
制
を
目

的
と
し
て
国
が
全
国
的
に
行
う
金
銭
の
給
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

は
□
当
該
給
付
を
受
け
た
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
□
揮

発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
控
除
及
び
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

               



  

四 

油
に
つ
い
て
貯
蔵
場
所
ご
と
に
作
成
し
た
当
該
控
除
対
象
揮
発
油
の
数
量
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

６ 

揮
発
油
税
法
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
は
□
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
還
付

金
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
条
第
八
項
中
□
第
三
項
又

は
第
四
項
□
と
あ
る
の
は
□
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災

者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
二
条
第
四
項
□
と
□
同
項
第
二
号
中
□
第
十
条
第
二
項
□
と
あ

る
の
は
□
第
十
条
第
二
項
又
は
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三
項
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

７ 

地
方
揮
発
油
税
法
□
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
号
□
第
九
条
の
規
定
は
□
第

一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
条
第
一
項
中
□
揮
発
油
税
法
第
十
七

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
税
額
に
相
当
す
る
金
額

の
控
除
又
は
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
若
し
く
は
そ
の
不
足
額
の
還
付
□
と
あ

る
の
は
□
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二

条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
□
と
□
同
条
第
二
項

中
□
二
百
八
十
七
分
の
四
十
四
□
と
あ
る
の
は
□
二
百
五
十
一
分
の
八
□
と
□

□
二
百
八
十
七
分
の
二
百
四
十
三
□
と
あ
る
の
は
□
二
百
五
十
一
分
の
二
百

                     



 

五 

四
十
三
□
と
□
同
条
第
三
項
中
□
揮
発
油
税
法
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
八

項
□
と
あ
る
の
は
□
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に

係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

８ 

地
方
揮
発
油
税
法
第
十
三
条
の
規
定
は
□
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
九
条
の
規
定
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
揮
発
油
税
及

び
揮
発
油
税
の
還
付
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い

て
□
同
法
第
十
三
条
第
一
項
中
□
第
九
条
及
び
揮
発
油
税
法
第
十
七
条
□
と
あ

る
の
は
□
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二

条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
条
及
び
同
法
附
則
第
二
条

第
四
項
□
と
□□
二
百
八
十
七
分
の
四
十
四
□
と
あ
る
の
は
□
二
百
五
十
一
分

の
八
□
と
□□
二
百
八
十
七
分
の
二
百
四
十
三
□
と
あ
る
の
は
□
二
百
五
十
一

分
の
二
百
四
十
三
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

９ 

揮
発
油
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
揮
発
油
の
販
売
業
者
が
□
そ
の
本
店

又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
う
ち
一
の
場
所
に
つ
き
□
施
行
日
以
後
一

月
以
内
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
□
施
行
日
前
に
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
た
控
除
対
象
揮
発
油
に
つ

い
て
は
□
当
該
揮
発
油
の
販
売
業
者
を
揮
発
油
の
製
造
者
と
□
当
該
承
認
を

受
け
た
場
所
を
揮
発
油
の
製
造
場
と
み
な
し
て
□
こ
の
条
の
規
定
□
こ
れ
に

係
る
罰
則
を
含
む
□
□
を
適
用
す
る
□ 

                     



  

六 

 

前
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
□
た
場
合
に
お
い
て
□
当
該
申
請
に
係
る
場
所

に
つ
き
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
保
全
上
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事

情
が
あ
る
と
き
は
□
国
税
庁
長
官
は
□
そ
の
承
認
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き

る
□ 

 

控
除
対
象
揮
発
油
に
つ
き
□
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又

は
還
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
揮
発
油
税
法
第
十
七
条
又
は
災
害
被
害
者

に
対
す
る
租
税
の
減
免
□
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
□
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
□ 

揮
発
油
税
法

第
十
七
条
第

一
項 

当
該
移
出
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
□

又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税

額
□
延
滞
税
□
過
少
申
告
加
算
税
□

無
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
の

額
を
除
く
も
の
と
し
□
当
該
揮
発

油
税
額
に
つ
き
こ
の
項
□
次
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が

行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
□
そ
の

控
除
前
の
金
額
と
す
る
□
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
□
□ 

第
九
条
の
規
定
に
よ

り
課
さ
れ
る
も
の
と

し
た
場
合
の
揮
発
油

税
額 

揮
発
油
税
法

第
十
七
条
第

当
該
他
の
製
造
場
か
ら
の
移
出
に

よ
り
納
付
さ
れ
た
□
若
し
く
は
納

第
九
条
の
規
定
に
よ

り
課
さ
れ
る
も
の
と

                     



 

七 

二
項 

付
さ
れ
る
べ
き
又
は
保
税
地
域
か

ら
の
引
取
り
に
よ
り
納
付
さ
れ

た
□
若
し
く
は
納
付
さ
れ
る
べ
き

若
し
く
は
徴
収
さ
れ
た
□
若
し
く

は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額

□
延
滞
税
□
過
少
申
告
加
算
税
□
無

申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
の
額

を
除
く
も
の
と
し
□
当
該
揮
発
油

税
額
に
つ
き
前
項
□
こ
の
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行

わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
□
そ
の
控

除
前
の
金
額
と
す
る
□
□ 

し
た
場
合
の
揮
発
油

税
額 

揮
発
油
税
法

第
十
七
条
第

四
項 

当
該
移
出
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
□

又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税

額 

第
九
条
の
規
定
に
よ

り
課
さ
れ
る
も
の
と

し
た
場
合
の
揮
発
油

税
額 

災
害
被
害
者

に
対
す
る
租

税
の
減
免
□

徴
収
猶
予
等

に
関
す
る
法

課
せ
ら
れ
た
酒
税
又
は
た
ば
こ

税
□
揮
発
油
税
□
地
方
揮
発
油
税
□

石
油
ガ
ス
税
若
し
く
は
石
油
石
炭

税
□
以
下
□
酒
税
等
□
と
総
称
す

る
□
□
の
税
額
□
延
滞
税
□
過
少
申

揮
発
油
税
法
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
課
さ

れ
る
も
の
と
し
た
場

合
の
揮
発
油
税
額
に

相
当
す
る
金
額
又
は

                     



  

八 

律
第
七
条
第

一
項 

告
加
算
税
□
無
申
告
加
算
税
及
び

重
加
算
税
の
額
を
除
く
□
□ 

地
方
揮
発
油
税
法
第

四
条
の
規
定
に
よ
り

課
さ
れ
る
も
の
と
し

た
場
合
の
地
方
揮
発

油
税
額 

酒
税
等
の 

揮
発
油
税
及
び
地
方

揮
発
油
税
の 

災
害
被
害
者

に
対
す
る
租

税
の
減
免
□

徴
収
猶
予
等

に
関
す
る
法

律
第
七
条
第

三
項
及
び
第

四
項 

酒
税
等 

揮
発
油
税
及
び
地
方

揮
発
油
税 

 

こ
の
条
に
お
い
て
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
□
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

 

一 

揮
発
油 

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
揮
発
油
を

い
う
□ 

 

二 

保
税
地
域 

関
税
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
□
第
二
十
九

条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
を
い
う
□ 

                     



 

九 

 
三 

特
定
補
助
金 

揮
発
油
の
卸
売
価
格
の
抑
制
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付

す
る
補
助
金
を
い
う
□ 

 

四 
控
除
対
象
揮
発
油 

揮
発
油
税
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
揮
発

油
税
が
免
除
さ
れ
た
又
は
免
除
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
以
外
の
揮
発
油
で
特

定
補
助
金
の
対
象
と
な
る
も
の
□
当
該
特
定
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
又

は
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
□
□
を
い
う
□ 

 

五 

揮
発
油
税
超
過
額 
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除

し
た
金
額
を
い
う
□ 

 
 

イ 

次
に
掲
げ
る
揮
発
油
税
額
に
相
当
す
る
金
額 

 
 

 

⑴ 

揮
発
油
の
製
造
場
か
ら
の
移
出
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
又
は
納
付
さ

れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額
□
延
滞
税
□
過
少
申
告
加
算
税
□
無
申
告
加
算

税
及
び
重
加
算
税
の
額
を
除
く
□
⑵
に
お
い
て
同
じ
□
□ 

 
 

 

⑵ 

保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
若
し
く
は
納
付
さ

れ
る
べ
き
又
は
徴
収
さ
れ
た
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税

額 

 
 

ロ 

揮
発
油
税
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
の

揮
発
油
税
額
に
相
当
す
る
金
額 

 

六 

期
限
内
申
告
書 

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す

る
月
の
末
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
る
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
□
同
項
に
規
定
す
る
期
限
内
に
提
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
□
□

を
い
う
□ 

                     



  

一
〇 

 
七 

第
六
号
揮
発
油
税
額 

揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る

揮
発
油
税
額
を
い
う
□ 

 

八 
第
七
号
揮
発
油
税
額 

揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る

揮
発
油
税
額
を
い
う
□ 

  

第
三
条 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
前
条
第
四
項
の
規
定
又
は
同
条
第

七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
地
方
揮
発
油
税
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
還
付
を
受
け
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
□
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
者
は
□
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
□

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
□ 

２ 

前
項
の
犯
罪
に
係
る
還
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
が
百
万
円
を
超
え

る
場
合
に
は
□
情
状
に
よ
り
□
同
項
の
罰
金
は
□
百
万
円
を
超
え
当
該
還
付
金

に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
□
使
用
人
そ
の
他
の
従

業
者
が
□
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
第
一
項
の
違
反
行

為
を
し
た
と
き
は
□
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
□
そ
の
法
人
又
は
人
に
対

し
て
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
□ 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑

を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
□
同
項
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の

期
間
に
よ
る
□ 

      

□
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
に
伴
う
措
置
□ 

第
三
条 

政
府
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
直
ち
に
□
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の

特
例
の
廃
止
に
伴
う
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
額
の
減
少
が
地
方
公
共
団
体
の

財
政
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
□
当
該
額
の
減
少
に
伴
う
地
方

公
共
団
体
の
減
収
の
全
額
を
補
塡
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
□ 

          



 

一
一 

  

□
政
令
へ
の
委
任
□ 

第
四
条 
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な

経
過
措
置
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
を
踏
ま
え
た
軽
油

引
取
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
措
置
□ 

第
五
条 

国
は
□
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
当
分
の
間
税
率
□
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
揮
発
油
税
及

び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
に
よ
る
当
分
の
間
の
税
率
を
い
う
□
以
下

同
じ
□
□
の
廃
止
を
踏
ま
え
□
軽
油
引
取
税
の
当
分
の
間
税
率
□
地
方
税
法
□
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
□
附
則
の
規
定
に
基
づ
く
軽
油
引
取
税

の
税
率
の
特
例
に
よ
る
当
分
の
間
の
税
率
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
に
つ
い
て
□

財
源
の
確
保
□
流
通
へ
の
影
響
□
地
方
財
政
へ
の
配
慮
等
に
加
え
□
運
輸
事
業

振
興
助
成
交
付
金
□
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
一
号
□
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交

付
金
を
い
う
□
□
の
取
扱
い
等
の
軽
油
引
取
税
に
特
有
の
実
務
上
の
課
題
に
適

切
に
対
応
し
た
上
で
□
軽
油
の
卸
売
価
格
の
抑
制
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付

す
る
補
助
金
に
代
え
て
□
令
和
八
年
四
月
一
日
に
廃
止
す
る
も
の
と
し
□
こ

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

 

  

□
政
令
へ
の
委
任
□ 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

    

□
新
設
□ 

             



  

一
二 

 
□
安
定
財
源
の
確
保
の
方
針
□ 

第
六
条 

国
は
□
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
当
分
の
間
税
率
の
廃
止
並

び
に
前
条
の
措
置
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
当
分
の
間
税
率
の
廃
止
の
た
め
の

安
定
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
□
次
に
掲
げ
る
方
針
に
基
づ
き
検
討
を
行
い
□

結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一 

徹
底
し
た
歳
出
の
見
直
し
等
の
努
力
に
よ
る
財
源
の
確
保
を
前
提
と
し

つ
つ
□
国
際
競
争
力
の
確
保
□
実
質
賃
金
の
動
向
等
を
見
極
め
な
が
ら
□
法

人
税
関
係
特
別
措
置
□
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す

る
法
律
□
平
成
二
十
二
年
法
律
第
八
号
□
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
法
人
税
関
係
特
別
措
置
を
い
う
□
□
の
見
直
し
□
極
め
て
高
い
所
得
に

対
す
る
負
担
の
見
直
し
等
の
税
制
措
置
を
検
討
し
□
令
和
七
年
末
ま
で
に

結
論
を
得
る
こ
と
□ 

 

二 

道
路
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
社
会
資
本
の
保
全
の
重
要
性
□
物
価
の
動

向
等
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
関
す
る
目
標
と
の

関
係
に
も
留
意
し
つ
つ
□
安
定
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策

を
引
き
続
き
検
討
し
□
こ
の
法
律
の
公
布
後
お
お
む
ね
一
年
を
目
途
に
結

論
を
得
る
こ
と
□ 

 

三 

地
方
の
安
定
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
□
前
二
号
の
税
制
措
置
に
よ
る

地
方
の
増
収
額
を
活
用
す
る
ほ
か
□
具
体
的
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
□

速
や
か
に
結
論
を
得
る
こ
と
□
そ
の
際
□
安
定
財
源
の
確
保
の
完
成
ま
で

の
間
に
お
い
て
□
地
方
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
□
地
方
財

 

□
新
設
□ 



 

一
三 

政
措
置
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
□ 

  
 

 


